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平成 年 月 日
税務署長殿

署受
務 付
税 印

納 税 地

法 人 名

（フリガナ）

（フリガナ）

代 表 者
自署押印

代 表 者
住 所

経理責任者
自署押印

旧納税地及び
旧法人名等

一 連 番 号

連結グループ
整 理 番 号

整 理 番 号

申 告 年 月 日

指導等 区 分申 告 区 分

通 信 日 付 印 確 認 印

年 月 日

課税事業年度分の復興特別法人税申告書（ ）

税理士法第30条
の 書 面 提 出 有

税理士法第33条
の２の書面提出有

円 円
こ
の
申
告
が
修
正
申
告
で
あ
る
場
合

２

３

４

５

７

８

９

10

こ

の

申

告

前

の

課 税 標 準 法 人 税 額
（（15）又は０）

復 興 特 別 法 人 税 額
（１）×10％

控 除 税 額
（16）＋（18）

差引この申告により納付
すべき復興特別法人税額

（２）－（３）

この申告による還付金額
（20）

控 除 税 額

課税標準法人税額

復興特別法人税額

この申告により納付す
べき復興特別法人税額
（（（4）－（8））若しくは
（（4）＋（9））又は（（9）－（5）））

課 税 標 準 法 人 税 額 等 の 計 算

還 付 金 額

所

管

業
種
目

要

否

電話（ ） －

年 月 日

十億 百万 千 十億 百万 千

年 月 日

年 月 日

平成

平成

別
表
一

各
課
税
事
業
年
度
の
復
興
特
別
法
人
税
に
関
す
る
申
告
書

平
二
十
四
・
四
・
一
以
後
開
始
課
税
事
業
年
度
分

…
…

０ ０ ０

０ ０

０ ０ ０

０ ０

０ ０
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計

算

課

税

標

準

法

人

税

額

の

計

算
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12

13

（法人税申告書別表
一（一）「2」､別表一（二）
「2」､別表一（三）「2」､
別表一の二（一）「2」､別
表一の二（二）「2」又は
別表一の二（三）「2」）

法 人 税 額

（法人税申告書別表一
（一）「3」､別表一（二）「3」､
別表一（三）「3」､別表一
の二（一）「3」､別表一の
二（二）「3」又は別表一
の 二（ 三 ）「 3 」）

法人税額の特別控除額

（法人税申告書別表一（一）
「5」､別表一（二）「5」､別表一
（三）「5」､別表一の二（一）「5」､
別表一の二（二）「5」又は別
表 一 の 二（ 三 ）「 5 」）

連結納税の承認を
取り消された場合等
における既に控除さ
れた法人税額の特別
控 除 額 の 加 算 額

基 準 法 人 税 額
（11）－（12）＋（13）

（（14）又は（（14）×－））
課 税 標 準 法 人 税 額

残 余 財 産 の 最 後 の 分 配
又 は 引 渡 し の 日

平成 年 月 日

17

18

19

20

控

除

税

額

の

計

算

円 円十億 百万 千 十億 百万 千
外国税額の控除額

復興特別所得税の額

復 興 特 別 所 得
税 の 控 除 額

控 除 し た 金 額

控除しきれなかった
復興特別所得税の額

（別表三「11」又は「19」）

（別表二「6の③」）

（（（2）－（16））と（17）のう
ちいずれか少ない金額）

（３）

（17）－（18）

16

す
る
金
融
機
関
等

還
付
を
受
け
よ
う
と

口座
番号

※税務署処理欄

預金

ゆうちょ銀行の
貯金記号番号

郵便局名等
本店･支店
出 張 所
本所･支所

銀 行
金庫･組合
農協･漁協

０ ０ ０

復
興
特
別
法
人
税
は
平
成
24
年
４
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
課
税
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
平
成
24
年
３
月
31
日
以
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
で
あ
っ
て
も
、

復
興
特
別
所
得
税
が
課
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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